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【
判
例
研
究
】

関
西
学
院
大
学
商
法
研
究
会

招
集
通
知
発
送
後
に
代
表
取
締
役
が
取
締
役

会
決
議
を
経
ず
に
株
主
総
会
の
開
始
時

刻
お
よ
び
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
の
許

否
大
阪
地
決
令
和
二
年
四
月
二
二
日

資
料
版
商
事
法
務
四
三
五
号
一
四
三
頁

藤

田

和

樹

【
事
実
の
概
要
】

Ａ
社
は
、
建
築
工
事
の
請
負
お
よ
び
施
工
等
を
目
的
と
す
る
株
式

会
社
（
会
社
法
上
の
公
開
会
社
か
つ
大
会
社
）
で
あ
る
。
Ａ
社
の
取

締
役
で
あ
り
六
か
月
前
か
ら
引
き
続
き
Ａ
社
の
発
行
す
る
株
式
を
保

有
す
る
Ｘ
（
債
権
者
）
お
よ
び
Ａ
社
の
前
取
締
役
兼
代
表
取
締
役
で

あ
る
Ｂ
は
、
令
和
二
年
二
月
一
四
日
付
け
で
、
Ａ
社
に
対
し
、
Ｘ
、

Ｂ
外
九
名
を
取
締
役
に
選
任
す
る
旨
の
提
案
権
を
行
使
し
た
。

令
和
二
年
三
月
五
日
、
Ａ
社
の
取
締
役
会
は
、
同
年
四
月
二
三
日

午
前
一
〇
時
よ
り
、
大
阪
市
内
に
あ
る
Ｃ
ホ
テ
ル
の
大
宴
会
場
（
以

下
、「
ホ
テ
ル
大
宴
会
場
」
と
い
う
）
に
て
定
時
株
主
総
会
（
以
下
、

「
本
件
定
時
総
会
」
と
い
う
）
を
招
集
す
る
旨
決
議
し
（
以
下
、「
本

件
定
時
総
会
招
集
決
議
」
と
い
う
）、
Ａ
社
の
取
締
役
兼
代
表
取
締

役
で
あ
る
Ｙ
（
債
務
者
）
は
、
同
年
四
月
一
日
、
本
件
定
時
総
会
招

集
決
議
に
基
づ
き
、
本
件
定
時
総
会
の
招
集
通
知
等
に
記
載
さ
れ
た

情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
Ａ
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
た
。

本
件
定
時
総
会
の
決
議
事
項
と
し
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
の
件
、
定

款
一
部
変
更
（
取
締
役
の
任
期
を
二
年
か
ら
一
年
に
短
縮
す
る
旨
の

議
案
）、
取
締
役
一
二
名
選
任
の
件
（
Ｙ
外
一
一
名
の
候
補
者
を
取

締
役
に
選
任
す
る
旨
の
議
案
）、
監
査
役
一
名
選
任
の
件
、
取
締
役

（
社
外
取
締
役
を
除
く
）
に
対
す
る
賞
与
支
給
の
件
、
取
締
役
（
社

外
取
締
役
を
除
く
）
に
対
す
る
業
績
連
動
賞
与
に
係
る
報
酬
決
定
の

件
、
取
締
役
（
社
外
取
締
役
を
除
く
）
に
対
す
る
業
績
連
動
型
株
式

報
酬
及
び
譲
渡
制
限
付
株
式
報
酬
に
係
る
報
酬
決
定
の
件
、
取
締
役

一
一
名
選
任
の
件
（
Ｂ
、
Ｘ
外
九
名
の
候
補
者
を
取
締
役
に
選
任
す

る
旨
の
議
案
）
が
列
挙
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
は
、
同
年
四
月
六
日
、

Ａ
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
、
株
主
に
対
し
、
本
件
定
時
総
会
の
招

集
通
知
等
に
係
る
書
面
を
発
送
し
た
。

他
方
に
お
い
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
、「
特
措
法
」
と
い
う
）
が
令
和
二

年
三
月
一
三
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
一
四
日
に
施
行
さ
れ
た
。
内
閣
総

理
大
臣
（
当
時
）
は
、
特
措
法
三
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
緊
急
事
態
が
発

生
し
た
旨
お
よ
び
一
定
の
事
項
を
公
示
し
た
（
以
下
、「
緊
急
事
態

宣
言
」
と
い
う
）。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
を
実

施
す
べ
き
期
間
は
同
年
四
月
七
日
か
ら
翌
月
六
日
ま
で
と
さ
れ
、
緊

急
事
態
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
は
大
阪
府
を
含
む
七
都
府
県
と
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
大
阪
府
知
事
は
、
同
年
四
月
一
三
日
、
特
措
法
二

四
条
九
項
に
基
づ
き
、
床
面
積
合
計
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
ホ
テ
ル
ま
た
は
旅
館
の
集
会
の
用
に
供
す
る
部
分
等
一
定
施
設

に
対
し
て
、
同
年
四
月
一
四
日
か
ら
翌
月
六
日
ま
で
の
間
、
基
本
的

に
休
止
を
要
請
し
た
。
こ
れ
を
承
け
た
ホ
テ
ル
休
業
に
よ
り
、
ホ
テ

ル
大
宴
会
場
で
の
本
件
定
時
総
会
の
開
催
は
事
実
上
困
難
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
同
年
四
月
一
五
日
、
Ａ
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
、

本
件
定
時
総
会
の
開
催
場
所
を
Ｃ
ホ
テ
ル
に
隣
接
す
る
建
物
の
三
五

階
空
き
フ
ロ
ア
（
以
下
、「
三
五
階
空
き
フ
ロ
ア
」
と
い
う
）、
開
始

時
刻
を
午
前
一
〇
時
三
〇
分
に
変
更
し
（
以
下
、
こ
れ
ら
を
併
せ
て

「
本
件
変
更
」
と
い
う
）、「
第
六
九
回
定
時
株
主
総
会

開
催
場

所
・
開
始
時
刻
変
更
等
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
電
磁
的
記
録
を
Ａ
社

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
し
た
（
以
下
、「
本
件
公
表
」
と
い
う
）。

令
和
二
年
四
月
一
六
日
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
変
更
は
招
集

手
続
に
関
す
る
法
令
に
違
反
し
た
Ｙ
の
違
法
行
為
で
あ
り
、
本
件
変

更
を
前
提
に
三
五
階
空
き
フ
ロ
ア
に
て
本
件
定
時
総
会
を
開
催
す
る

こ
と
は
Ｙ
の
Ａ
社
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
違
反
の
違
法
行
為
で
あ

る
と
し
て
、
会
社
法
三
六
〇
条
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
同
条
一
項
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
を
被
保
全
権
利
と
し
て
、
本
件

定
時
総
会
の
開
催
禁
止
を
求
め
る
仮
の
地
位
に
基
づ
く
仮
処
分
命
令

を
申
立
て
た
。

【
決
定
要
旨
】
申
立
却
下
・
確
定

一

招
集
通
知
後
に
株
主
総
会
の
日
時
及
び
場
所
を
変
更
し
た
こ
と

自
体
の
違
法
に
つ
い
て

「
会
社
法
上
、
株
主
総
会
を
招
集
す
る
に
当
た
り
、
取
締
役
会
で

定
め
た
会
社
法
二
九
八
条
一
項
所
定
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
の
要
件
や
手
続
に
つ
き
、
明
文
の
規
定
は
な
い
。」

「
本
件
定
時
総
会
招
集
決
議
を
執
行
す
べ
き
Ｙ
そ
の
他
Ａ
社
の
代

表
取
締
役
の
権
限
の
範
囲
は
、
本
件
定
時
総
会
招
集
決
定
の
合
理
的

解
釈
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
招
集
通
知

…
…
の

初
の
頁
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

と
し
て
、『
本
定
時
株
主
総
会
運
営
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
出
席
の
際
に
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は
ご
確
認
く
だ
さ
い
。』
と
い
う
一
文
が
明
記
さ
れ
、
参
照
先
の
Ｕ

Ｒ
Ｌ
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
定
時
総
会
招
集
決

定
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
動
向
い
か
ん
に
よ
っ
て
は

定
時
株
主
総
会
の
運
営
に
変
更
が
あ
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
変
更
を
お
よ
そ
許
容
し
な
い
趣
旨
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

二

取
締
役
会
決
議
に
よ
ら
な
い
で
株
主
総
会
の
日
時
及
び
場
所
を

変
更
し
た
違
法
に
つ
い
て

「
Ｙ
限
り
で
株
主
総
会
の
日
時
及
び
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
の
可

否
等
も
、
本
件
定
時
総
会
招
集
決
議
の
解
釈
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
本
件
定
時
総
会
招
集
決
議
を
執
行
す
る
に

当
た
り
、
株
主
の
議
決
権
行
使
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な

恣
意
的
な
変
更
を
許
容
す
る
趣
旨
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
に
、
Ｙ
が
、
当
初
予
定
し
て
い
た
ホ
テ
ル

大
宴
会
場
の
使
用
が
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
…
…
に
伴
い
、

代
替
会
場
と
し
て
、
隣
接
す
る
高
層
ビ
ル
の
三
五
階
を
フ
ロ
ア
ご
と

確
保
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
三
五
階
空
き
フ
ロ
ア
へ
の
移
動
時
間
を
考

慮
し
て
開
始
時
刻
を
三
〇
分
繰
り
下
げ
る
範
囲
で
本
件
定
時
総
会
の

開
始
時
刻
及
び
場
所
を
変
更
す
る
に
と
ど
ま
る
本
件
変
更
は
、
本
件

定
時
総
会
招
集
決
議
の
執
行
の
域
を
逸
脱
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え

な
い
。」

三

本
件
変
更
を
前
提
と
し
た
本
件
定
時
総
会
開
催
の
善
管
注
意
義

務
違
反
に
つ
い
て

「
Ｙ
は
、
本
件
定
時
総
会
招
集
決
議
の
趣
旨
に
沿
っ
て
事
務
を
執

行
す
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
か
ら
、
本
件
定
時
総

会
招
集
決
議
の
内
容
を
、
Ｙ
限
り
で
否
定
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
法

的
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
実
質
的
に
も
不
当
な

結
果
を
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
。」

「
仮
に
、
緊
急
事
態
宣
言
が
、
株
主
総
会
の
開
催
自
体
を
決
定
的

に
左
右
す
る
事
情
変
更
と
一
般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
Ｙ
に
対
し
、
取
締
役
会
を
別
途
招
集
す
る
な
ど
し
て
、

本
件
定
時
総
会
招
集
決
議
に
従
っ
た
業
務
執
行
を
す
べ
き
義
務
を
解

除
さ
せ
、
本
件
定
時
総
会
に
関
し
、
流
会
、
延
会
や
継
続
会
を
含
め

た
時
宜
に
応
じ
た
柔
軟
な
業
務
を
執
行
可
能
と
す
る
授
権
を
得
る
こ

と
に
向
け
て
尽
力
す
べ
き
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
緊
急
事
態
宣
言
が
迫
る
情
勢
下
で
令
和
二
年
四
月
二
日
に

経
済
産
業
省
及
び
法
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
た
『
株
主
総
会
運
営
に
係

る
Ｑ
＆
Ａ
』
…
…
で
は
、
既
に
招
集
通
知
を
発
送
済
み
の
株
式
会
社

を
念
頭
に
、
株
主
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
自
体
は
黙
示
的
に
肯
定
し

つ
つ
、
感
染
拡
大
防
止
策
と
し
て
、
株
主
に
来
場
を
控
え
る
よ
う
呼
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び
か
け
る
こ
と
の
可
否
、
会
場
に
入
場
で
き
る
株
主
の
人
数
制
限
等
、

会
場
規
模
縮
小
を
念
頭
に
置
い
た
出
席
者
の
事
前
登
録
制
、
発
熱
や

咳
な
ど
の
症
状
を
有
す
る
株
主
対
応
等
に
つ
い
て
の
検
討
が
さ
れ
て

お
り
、
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
後
に
公
表
さ
れ
た
令
和
二
年
四
月

一
四
日
改
訂
版
で
も
、
実
質
的
変
更
は
さ
れ
て
い
な
い
。
開
催
予
定

日
が
緊
急
事
態
宣
言
後
と
な
っ
た
他
社
の
株
主
総
会
に
お
い
て
も
、

そ
の
開
催
が
一
律
か
つ
当
然
に
見
送
ら
れ
て
い
る
状
況
に
は
な
い
現

状
を
踏
ま
え
る
限
り
、
緊
急
事
態
宣
言
が
、
株
主
総
会
の
開
催
自
体

を
決
定
的
に
左
右
す
る
事
情
で
あ
る
と
一
般
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ａ
社
取
締
役
会
も
、
取
締
役
候
補
者
選

任
を
め
ぐ
っ
て
は
鋭
く
対
立
し
て
い
る
も
の
の
、
緊
急
事
態
宣
言
前

後
を
通
じ
て
、
本
件
定
時
総
会
を
開
催
す
る
方
向
で
異
論
な
く
準
備

を
進
め
て
き
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
Ｙ
の
認
識

と
前
提
を
全
く
異
に
す
る
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」

【
研
究
】

一

は
じ
め
に

大
阪
地
決
令
和
二
年
四
月
二
二
日
資
料
版
商
事
法
務
四
三
五
号
一

四
三
頁
（
以
下
、「
本
決
定
」
と
い
う
）
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
に
伴
う
ホ
テ
ル
等
に
対
す
る

休
止
要
請
に
よ
り
株
主
総
会
招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
た
会
場
が
使
用

困
難
と
な
っ
た
た
め
に
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
ず
に
株

主
総
会
の
開
始
時
刻
お
よ
び
場
所
を
変
更
し
た
行
為
に
つ
き
、
当
該

行
為
を
違
法
で
は
な
い
と
判
断
し
た
事
例
で
あ
る
。
株
主
総
会
の
開

催
日
時
・
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
の
許
否
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例

は
過
去
に
お
い
て
も
存
在
し
た

（
１
）

が
、
感
染
症
の
流
行
に
端
を
発
す
る

ケ
ー
ス
は
本
決
定
が

初
で
は
な
い
だ
ろ
う

（
２
）

か
。
本
稿
で
は
、
主
と

し
て
、
株
主
総
会
の
招
集
手
続
に
係
る
論
点
に
対
す
る
学
説
お
よ
び

判
例
（
裁
判
例
）
を
参
照
し
な
が
ら
本
決
定
の
分
析
を
試
み
る
こ
と

に
す
る
。

二

株
主
総
会
の
招
集
手
続
に
つ
い
て

１

学
説
・
判
例
（
裁
判
例
）

取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
の
招
集
決
定
権
限
は
取

締
役
会
が
有
し
て
い
る
（
会
社
法
二
九
八
条
四
項
）。
学
説
に
よ
る

と
、
取
締
役
会
が
株
主
総
会
の
日
時
・
場
所
・
議
題
な
ど
の
大
綱
を

定
め
、
当
該
決
定
に
従
っ
て
代
表
取
締
役
が
株
主
総
会
の
具
体
的
な

招
集
手
続
を
行
う
と
説
明
さ
れ
て
い

（
３
）

る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
が
踏
ま

れ
る
目
的
の
一
つ
に
、
代
表
取
締
役
に
よ
る
専
断
的
な
株
主
総
会
運

営
の
抑
止
が
挙
げ
ら
れ

（
４
）

る
。
そ
の
一
方
で
、
招
集
事
項
の
決
定
は
必

ず
し
も
取
締
役
会
の
専
権
事
項
で
は
な
く
、
代
表
取
締
役
へ
の
授
権

四
四

判

例
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も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
学
説
も
見
ら
れ

（
５
）

る
。
こ
の
学

説
は
、
仮
に
招
集
事
項
の
決
定
が
取
締
役
会
の
専
権
事
項
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
旨
が
会
社
法
三
六
二
条
四
項
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
同
法
二
九
八
条
四
項
は
そ
の
よ
う
な
規
定
に

は
な
っ
て
い
な
い
と
説
明
す

（
６
）

る
。
な
お
、
判
例
に
よ
る
と
、
取
締
役

会
決
議
を
経
ず
に
代
表
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
の
決
議
の
効

力
に
つ
い
て
は
、
決
議
取
消
事
由
が
存
在
す
る
と
解
さ
れ
て
お

（
７
）

り
、

通
説
も
判
例
と
同
様
の
立
場
で
あ

（
８
）

る
。

さ
て
、
株
主
総
会
の
招
集
通
知
を
一
旦
発
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
会
日
前
に
改
め
て
全
株
主
に
通
知
し
て
総
会
延
期
の
処
置
を
と

る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
総
会
招
集
の
手
続
と
同
様
の
手
続
に
よ

る
な
ら
ば
そ
の
処
置
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
あ

（
９
）

る
。
別
の
学

説
も
、
総
会
延
期
の
処
置
を
と
る
場
合
、
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
き
、

代
表
取
締
役
が
各
株
主
に
対
し
て
招
集
撤
回
の
通
知
を
行
い
、
そ
の

通
知
が
予
定
さ
れ
た
株
主
総
会
の
開
催
期
日
の
前
に
到
達
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
取
締
役
会
決
議
を
経
ず
に
な
さ
れ
た
代
表
取
締
役

に
よ
る
招
集
撤
回
の
通
知
は
適
法
と
は
い
え
な
い
と
す

（
10
）

る
。
裁
判
例

も
、「
総
会
を
招
集
す
る
場
合
、
招
集
権
者
が
総
会
開
催
の
日
時
、

場
所
を
定
め
て
各
株
主
に
招
集
通
知
を
発
し
た
後
に
お
い
て
も
、
招

集
権
者
は
、
そ
の
期
日
到
来
前
に
は
、
総
会
招
集
の
場
合
に
お
け
る

と
同
じ
手
続
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
右
総
会
招
集
期
日
ま
た
は
招
集

場
所
を
変
更
し
、
あ
る
い
は
招
集
の
撤
回
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
判
示
す

（
11
）

る
。

右
記
の
よ
う
に
、
総
会
招
集
期
日
（
日
時
）
ま
た
は
招
集
場
所
を

変
更
す
る
た
め
に
は
、
総
会
招
集
の
場
合
と
同
様
の
手
続
き
を
と
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
一
切
の
例
外
を
も
許
容
さ
れ
な
い
の
か
が

問
題
と
な
る
。
裁
判
例
を
見
て
み
る
と
、「
株
主
総
会
の
招
集
通
知

に
お
い
て
開
催
の
場
所
を
指
定
す
る
の
は
、
株
主
に
対
し
総
会
出
席

の
機
会
を
確
保
す
る
に
あ
つ
て
、
特
定
の
場
所
そ
の
も
の
に
格
別
の

意
義
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
の
で
、
開
催
の
場
所
を
変
更
す
る
に
つ

い
て
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
変
更
に
つ
い
て
相
当
な
周
知
方
法

を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
会
場
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
解
す
る
」
と
判
示
し
、
総
会
当
日
の
朝
に
な
さ
れ
た
会
場

変
更
を
許
容
し
た
裁
判

（
12
）

例
が
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、「
総
会
開
催

の
直
前
に
な
つ
て
招
集
者
が
任
意
に
会
場
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
以
外
に
は
許
さ
れ
な
い
」
と
判
示
し
、

特
定
の
株
主
の
除
外
を
意
図
し
て
招
集
場
所
と
は
異
な
る
場
所
で
株

主
総
会
を
開
催
し
た
こ
と
を
も
っ
て
株
主
総
会
の
成
立
手
続
に
著
し

い
瑕
疵
が
あ
る
と
し
、
当
該
株
主
総
会
で
の
決
議
を
不
存
在
と
し
た

裁
判

（
13
）

例
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
総
会
の
開
会
時
刻
が
、
社
会
通
念

上
か
ら
見
て
、
是
認
し
得
る
程
度
に
遅
延
す
る
こ
と
は
、
手
続
上
の

瑕
疵
に
な
ら
な
い
と
言
い
得
べ
き
も
、
…
…
三
時
間
以
上
も
遅
延
し

四
五
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招
集
通
知
発
送
後
に
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
ず
に
株
主
総
会
の
開
始
時
刻
お
よ
び
…
…



た
よ
う
な
場
合
は
、
事
由
の
如
何
は
と
も
あ
れ
、
開
会
時
間
を
不
確

定
と
し
定
刻
に
参
集
し
た
株
主
に
対
し
、
開
会
時
に
於
け
る
臨
席
を

困
難
な
ら
し
め
る
も
の
で
、
著
し
く
そ
の
手
続
が
不
公
正
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
た
裁
判

（
14
）

例
も
あ
る
。
な
お
、
学
説

で
は
、
株
主
に
通
知
し
た
総
会
の
日
時
・
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
は
、

や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
株
主
等
に
対
す
る
適
切
な
周

知
方
法
が
と
ら
れ
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ

（
15
）

る
。

２

私
見
（
本
決
定
の
分
析
）

わ
が
国
の
会
社
法
は
株
主
総
会
の
招
集
手
続
を
強
行
的
に
定
め
て

い
る
と
こ

（
16
）

ろ
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
が
株

主
総
会
の
日
時
・
場
所
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
た
め
（
会
社

法
二
九
八
条
四
項
・
一
項
一
号
）、
原
則
的
に
は
、
Ｙ
が
取
締
役
会

決
議
を
経
ず
に
総
会
の
日
時
・
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
は
ず
で
あ
る
。
本
決
定
は
、「
代
表
取
締
役
の
権
限
の
範
囲
は
、

本
件
定
時
総
会
招
集
決
定
の
合
理
的
解
釈
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
」

と
し
た
上
で
、
招
集
通
知
後
に
お
け
る
取
締
役
会
決
議
を
経
な
い
本

件
変
更
に
つ
い
て
、「
執
行
の
域
を
逸
脱
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え

な
い
」
と
判
示
し
、
当
該
変
更
を
代
表
取
締
役
の
裁
量
（
権
限
）
の

範
囲
内
と
捉
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
は
、
そ
の
よ
う

な
捉
え
方
を
す
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
現
行
の
会
社
法
の
も
と
で
許

容
さ
れ
得
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

株
主
総
会
の
招
集
権
限
は
取
締
役
会
に
専
属
す
る
が
、
取
締
役
会

が
会
議
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
意
思
決
定
を
自
ら
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
株
主
総
会
開
催
の
執
行
は
代
表
取
締
役
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ

（
17
）

る
。
ま
た
、
取
締
役
会
で
決
定
す
べ
き
事
項

は
、
株
主
総
会
を
招
集
す
る
旨
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
（
議
題
）、

日
時
・
場
所
等
の
大
綱
で
あ
り
、
細
目
の
決
定
は
代
表
取
締
役
に
委

ね
得
る
と
す
る
学
説
が
見
ら
れ
る
よ
う

（
18
）

に
、
代
表
取
締
役
が
決
定
し

得
る
の
は
細
目
的
事
項
に
と
ど
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、

総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
を
代
表
取
締
役
の
執
行
権
限
の
範
囲
内

と
捉
え
た
な
ら
ば
、
ど
の
集
会
が
株
主
総
会
と
認
め
ら
れ
る
か
で
紛

争
が
生
じ
る
可
能
性
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
複
数
の
代
表
取
締
役
が

い
る
場
合
に
は
各
代
表
取
締
役
の
行
っ
た
当
該
変
更
に
よ
っ
て
複
数

の
株
主
総
会
が
招
集
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
得
る
か
ら
で
あ

（
19
）

る
。
右
に

述
べ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
を
代
表
取

締
役
の
執
行
権
限
の
範
囲
内
と
捉
え
る
こ
と
に
は
幾
分
か
問
題
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
件
に
は
特
殊
な
事
情
（
特
殊
性
）

が
存
在
す
る
。
本
件
定
時
総
会
の
招
集
通
知
に
お
い
て
、「
本
定
時

株
主
総
会
運
営
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
い
た
し
ま
す
…
…
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
点
が
本
決
定
の
帰
趨
を
決
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
招
集
通
知

四
六

判

例
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に
か
か
る
記
載
が
な
け
れ
ば
、
本
決
定
の
要
旨
が
著
し
く
異
な
る
も

の
に
な
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
く
、
本
件
変
更
を
適
法
と
す
る
こ
と

は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
決
定
は
、
総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
を
代
表
取
締
役
の
執
行
権

限
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
旨
を
宣
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
件

の
特
殊
性
に
鑑
み
た
事
例
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
決

定
の
射
程
は
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
基
本
的
に
は
、

右
記
の
よ
う
な
記
載
が
招
集
通
知
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要

不
可
欠
で
あ
り
、
黙
示
で
は
足
り
な
い
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、

愚
見
を
述
べ
て
お
く
と
、
そ
も
そ
も
、
総
会
運
営
の
変
更
に
は
、
日

時
・
場
所
の
変
更
ま
で
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
の
が
比
較
的
素
直
な

文
理
解
釈
で
あ
り
、
総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
が
で
き
る
旨
を
明

瞭
な
文
言
で
招
集
通
知
に
記
載
し
て
い
な
い
限
り
、
現
行
の
会
社
法

の
も
と
で
は
、
代
表
取
締
役
が
そ
の
日
時
・
場
所
の
変
更
を
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
本
決
定
の
要
旨
に
は
、「
株
主
の
議
決
権
行
使
が
妨
げ
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
恣
意
的
な
変
更
を
許
容
す
る
趣
旨
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
代
表
取
締
役
に
よ
る
総
会

の
日
時
・
場
所
の
恣
意
的
な
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
は
自
明
で
あ
る
が
、
か
か
る
恣
意
性
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い

て
、
い
わ
ば
例
外
的
に
、
代
表
取
締
役
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ

る
余
地
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

学
説
に
お
い
て
、
総
会
直
前
に
お
け
る
開
会
時
間
・
会
場
の
変
更

も
、
総
会
に
参
集
す
る
株
主
に
そ
の
変
更
を
周
知
さ
せ
、
変
更
場
所

に
誘
導
す
る
な
ど
、
そ
の
時
々
の
事
態
に
応
じ
た
万
全
の
措
置
を
講

ず
る
な
ら
ば
不
可
能
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い

（
20
）

る
。

株
主
全
員
に
出
席
の
機
会
と
準
備
の
余
裕
を
与
え
、
ま
た
、
ど
の
集

会
が
株
主
総
会
と
認
め
ら
れ
る
か
の
紛
争
を
防
ぐ
（
法
的
安
定
性
を

確
保
す
る
）
た
め
に
、
総
会
の
招
集
は
権
限
の
あ
る
者
が
法
定
の
手

続
に
従
っ
て
な
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ

（
21
）

ば
、
い

わ
ゆ
る
臨
機
応
変
な
対
応
（
変
更
）
を
容
易
に
認
め
る
こ
と
は
妥
当

で
は
な
い
が
、
法
の
趣
旨
に
反
し
な
い
限
り
、
代
表
取
締
役
に
よ
る

総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
が
許
容
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
本
件
公
表
に
つ
い
て
は
、
Ａ
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
事
前
の

公
表
と
い
う
比
較
的
適
切
な
周
知
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
質

的
に
す
べ
て
の
株
主
へ
の
周
知
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、

ほ
と
ん
ど
の
株
主
に
出
席
の
機
会
と
準
備
の
余
裕
を
与
え
て
い
る
と

評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
集
会
が
株
主
総
会
と

認
め
ら
れ
る
か
の
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
も
現
実
的
に
考
え
難
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
本
件
変
更
も
、
株
主
総
会
の
日
時
・
場
所
の

変
更
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
く
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
原
則
と
し

て
（
ど
の
集
会
を
株
主
総
会
と
認
め
る
か
の
紛
争
が
事
実
上
起
き
得

四
七
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な
い
と
し
て
も
）
取
締
役
会
決
議
に
お
い
て
日
時
・
場
所
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
法
的
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
と
い
え
、
加

え
て
、
利
害
関
係
者
が
概
し
て
多
数
存
在
す
る
公
開
会
社
か
つ
大
会

社
で
は
法
的
安
定
性
の
確
保
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
総
合
的
に
考
察
す
る
と
、
た
と
え

ば
、
同
じ
建
物
内
で
の
会
場
の
変
更
で
あ
り
、
開
始
時
刻
も
数
分
程

度
の
繰
り
下
げ
で
あ
れ
ば
（
そ
も
そ
も
、
こ
の
場
合
、
株
主
総
会
の

日
時
・
場
所
の
変
更
と
ま
で
は
解
さ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
）、
前

記
の
通
説
が
い
う
よ
う
に
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、

株
主
等
に
対
す
る
適
切
な
周
知
方
法
が
と
ら
れ
れ
ば
許
容
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
の
場
合
、
建
物
を
異
に
す
る
場
所
へ

の
変
更
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
開
始
時
刻
を
三
〇

（
22
）

分
繰
り
下
げ
て
お

り
（
こ
れ
を
も
っ
て
、
株
主
総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
と
解
す
る

こ
と
が
相
当
で
あ
ろ
う
）、
加
え
て
、
Ａ
社
が
公
開
会
社
か
つ
大
会

社
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
変
更
を
認
め
る
こ
と

に
は
躊
躇
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
総
会
の
日
時
・
場
所
の
変
更
に

関
し
て
、
代
表
取
締
役
に
一
定
の
裁
量
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
こ
と

は
首
肯
で
き
る
が
、
本
件
変
更
を
な
し
得
る
ま
で
の
裁
量
は
な
い
と

解
す
る
の
が
比
較
的
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
株
主
総
会
開
催
禁
止
仮
処
分
の
申
し
立
て
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
Ｘ
が
、
Ａ
社
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
損
害
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
（
会
社
法
三
六
〇
条
一
項
・
三
項
）
を
疎

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
株
主
総
会
開
催
前
に
当
該
損
害

を
疎
明
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
困
難
で
あ
る
（
殊
に
未
曽
有
の
事
態

が
生
じ
て
い
る
本
件
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
）
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
本
件
変
更
が
違
法
だ
と
し
て
も
、
Ｘ
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
る

可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
と
推
察
さ
れ

（
23
）

る
。

後
に
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
若
干
の
愚
見
を
述
べ
る
。

一
般
論
と
し
て
、
株
主
総
会
が
開
催
で
き
る
状
態
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
招
集
の
撤
回
を
し
た
場
合
に
は
取
締
役
の
責
任
問
題
が
残
る

と
す
る
旨
の
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と
こ

（
24
）

ろ
、
基
本
的
に
は
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
な
け
れ
ば
株
主
総
会
は
開
催
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
（
25
）

う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
（
緊
急
事
態
宣
言
）
が

や
む
を
得
な
い
事
由
に
該
当
す
る
か
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
決
定
の
要
旨
に
あ
る
よ
う
に
、
経
済
産
業
省
お
よ
び
法
務
省
が
公

表
し
て
い
る
「
株
主
総
会
運
営
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」
が
株
主
総
会
を
開

催
す
る
こ
と
自
体
を
黙
示
的
に
肯
定
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
れ
ば
、

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
が
株
主
総
会
を
開
催
し
な
い
た
め
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
該
当

す
る
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

四
八

判

例

研

究
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三

結
語
に
代
え
て

本
件
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
未
曽
有
の
事

態
に
端
を
発
す
る
事
例
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
・
判
例

（
裁
判
例
）
か
ら
本
件
変
更
の
適
法
性
を
分
析
す
る
の
は
簡
単
で
は

な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
有
事
と
平
時
と
で
会
社
法
の
解
釈
に

多
少
の
違
い
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
が
あ
る

（
26
）

が
、
そ
の
解
釈

に
限
界
が
存
す
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
事
に
対
処

す
る
た
め
の
法
改
正
（
法
の
整
備
）
が
急
務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
判
決
の
評
釈
に
は
本
稿
で
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
、
潘
阿

憲
・
法
学
教
室
四
八
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
一
五
頁
、
尾
形
祥
・

新
・
判
例
解
説W

atch

二
八
巻
（
二
〇
二
一
年
）
一
五
五
頁
、
三

笘
裕
（
監
修
）＝

小
川
美
月
（
執
筆
）・
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
二
号

（
二
〇
二
一
年
）
五
四
頁
が
あ
る
。

（
１
）

本
稿
に
お
い
て
紹
介
す
る
。

（
２
）

松
下
泰
浩
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
八
号
（
二
〇
二
一
年
）

一
一
六
頁
参
照
。

（
３
）

米
津
昭
子
「
判
批
」
法
學
研
究
三
五
巻
八
号
（
一
九
六
二
年
）
九
五
頁
。

な
お
、
株
主
総
会
を
招
集
す
る
主
体
は
端
的
に
取
締
役
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
（
会
社
法
二
九
六
条
三
項
）
、
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
い
て
株
主
総
会
の

招
集
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
招
集
を
行
う
の
は
業
務
執
行
の
一

環
で
あ
る
た
め
（
同
法
三
六
三
条
一
項
一
号
）
、
同
法
二
九
六
条
三
項
の
取

締
役
は
取
締
役
会
設
置
会
社
の
場
合
に
は
代
表
取
締
役
と
解
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
江
頭
憲
治
郎＝

中
村
直
人
編
『
論
点
体

系
会
社
法
（
二
）〔
第
二
版
〕』（
第
一
法
規
、
二
〇
二
一
年
）
五
六
八
頁

〔
松
井
秀
征
〕）。

（
４
）

一
ノ
澤
直
人
「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
四
六
三
号
（
二
〇
一
五
年
）

一
六
頁
。

（
５
）

品
谷
篤
哉
「
判
批
」
立
命
館
法
学
三
六
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
六
四

頁
。

（
６
）

品
谷
・
前
掲
注（
５
）二
六
四
頁
。

（
７
）

判
昭
和
四
六
年
三
月
一
八
日
民
集
二
五
巻
二
号
一
八
三
頁
。

（
８
）

大
隅
健
一
郎
ほ
か
「
共
同
研
究
（
株
主
総
会
）
第
一
回
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

七
九
号
（
一
九
五
五
年
）
四
五
頁
〔
大
隅
健
一
郎
発
言
〕、
上
柳
克
郎
ほ
か

編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
五
）
株
式
会
社
の
機
関
（
一
）』（
有
斐
閣
、
一
九

八
六
年
）
三
一
七
頁
〔
岩
原
紳
作
〕
、
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
（
七
）
機
関
（
一
）
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
七
〇
頁
〔
青
竹
正
一
〕
、

黒
沼
悦
郎
『
会
社
法
〔
第
二
版
〕』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）
九
〇
頁
、

高
橋
英
治
『
会
社
法
概
説
〔
第
四
版
〕』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一

〇
八－

一
〇
九
頁
、
髙
橋
紀
夫
『
会
社
法
〔
第
二
版
〕』（
嵯
峨
野
書
院
、
二

〇
二
〇
年
）
一
八
三
頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
八
版
〕』（
有
斐

閣
、
二
〇
二
一
年
）
三
七
九
頁
、
弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
会
社
法

〔
第
一
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
二
四
頁
注
一
五
、
神
田
秀
樹

『
会
社
法
〔
第
二
四
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
二
一
八
頁
注
三
。

（
９
）

大
隅
ほ
か
・
前
掲
注（
８
）四
一
・
四
二
頁
〔
大
隅
発
言
〕。

（
10
）

米
津
昭
子
「
判
批
」
法
學
研
究
三
九
巻
三
号
（
一
九
六
六
年
）
六
九
頁
。

（
11
）

東
京
地
判
昭
和
三
〇
年
七
月
八
日
下
民
六
巻
七
号
一
三
六
一
頁
。
な
お
、

同
裁
判
例
は
、「
一
旦
総
会
が
開
催
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
も
は
や
招

集
権
者
は
総
会
の
延
期
ま
た
は
続
行
等
を
決
し
得
る
権
限
は
な
く
、
こ
れ
を

な
し
得
る
も
の
は
総
会
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
」
と

四
九

342 法と政治 73巻 2号 （2022年 8月）

招
集
通
知
発
送
後
に
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
ず
に
株
主
総
会
の
開
始
時
刻
お
よ
び
…
…



も
判
示
し
て
い
る
。

（
12
）

広
島
高
松
江
支
判
昭
和
三
六
年
三
月
二
〇
日
下
民
一
二
巻
三
号
五
六
九

頁
。
な
お
、
こ
の
事
案
で
は
、
指
定
会
場
を
使
用
す
る
者
ら
が
他
に
も
お
り
、

そ
の
（
者
ら
の
）
道
具
や
荷
物
等
の
た
め
に
指
定
会
場
で
総
会
を
実
施
す
る

に
は
狭
い
と
判
断
し
た
た
め
、
総
会
当
日
の
朝
に
急
遽
会
場
を
変
更
す
る
こ

と
に
な
り
、
指
定
会
場
お
よ
び
新
会
場
の
前
に
そ
の
旨
の
掲
示
を
出
し
、
ま

た
、
案
内
人
を
置
く
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。

（
13
）

大
阪
高
判
昭
和
五
八
年
六
月
一
四
日
判
タ
五
〇
九
号
二
二
六
頁
。
な
お
、

こ
の
事
案
で
は
、
招
集
場
所
に
お
い
て
開
催
場
所
の
変
更
の
決
議
を
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
招
集
場
所
で
の
株
主
総
会
の
開
催
も
物
理

的
に
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。

（
14
）

水
戸
地
下
妻
支
判
昭
和
三
五
年
九
月
三
〇
日
下
民
一
一
巻
九
号
二
〇
四

三
頁
。

（
15
）

江
頭
・
前
掲
注（
８
）三
三
〇
頁
注
二
、
江
頭＝

中
村
編
・
前
掲
注（
３
）

五
八
四
頁
〔
松
井
秀
樹
〕。

（
16
）

弥
永
真
生
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
七
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
頁
。

（
17
）

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注（
８
）三
一
頁
〔
前
田
重
行
〕。

（
18
）

北
沢
正
啓
『
会
社
法
〔
第
六
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
三
〇

九
頁
。
な
お
、
前
述
の
通
説
に
よ
る
と
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
り
、
か

つ
、
株
主
等
に
対
す
る
適
切
な
周
知
方
法
が
と
ら
れ
れ
ば
、
総
会
の
日
時
・

場
所
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
取
締
役

会
か
ら
代
表
取
締
役
へ
の
授
権
が
な
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
授
権
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
決
議
を
経
ず
に

総
会
の
日
時
・
場
所
を
変
更
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

（
19
）

北
沢
・
前
掲
注（
18
）三
〇
九
頁
参
照
。

（
20
）

大
隅
健
一
郎
ほ
か
『
新
会
社
法
概
説
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一

〇
年
）
一
四
五
頁
注
八
二
。

（
21
）

弥
永
・
前
掲
注（
８
）一
二
三
頁
。

（
22
）

本
件
に
お
け
る
三
〇
分
と
い
う
時
間
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、

株
主
総
会
の
開
始
時
刻
が
三
〇
分
遅
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
終
了
時
刻
も

三
〇
分
遅
れ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
株
主
総
会
へ
の
出
席
を
断

念
せ
ざ
る
を
得
な
い
株
主
が
一
人
な
ら
ず
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
株
主
総
会
の
開
始
時
刻
を
三
〇
分
遅
ら
せ
る
こ
と
は
取
る
に
足

り
な
い
軽
微
な
変
更
と
は
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

（
23
）

松
下
・
前
掲
注（
１
）一
一
八
頁
参
照
。

（
24
）

大
隅
ほ
か
・
前
掲
注（
８
）四
二
頁
〔
大
隅
発
言
〕。
一
旦
招
集
し
た
以

上
は
可
能
な
限
り
株
主
総
会
を
開
催
し
、
そ
の
総
会
に
諮
っ
た
上
で
延
期
す

べ
き
で
あ
る
と
し
、
取
締
役
の
一
方
的
な
判
断
で
招
集
の
撤
回
の
措
置
を

と
っ
た
場
合
、
善
管
注
意
義
務
に
缺
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ど
う
か
の
問
題

が
残
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
大
隅
ほ
か
・
同
四
二
頁
〔
大
隅
発
言
〕）。

（
25
）

大
隅
ほ
か
・
前
掲
注（
８
）四
二
頁
〔
西
原
寛
一
発
言
〕
参
照
。

（
26
）

神
田
秀
樹
「
有
事
下
に
お
け
る
定
時
株
主
総
会
の
開
催
」
商
事
法
務
二

二
三
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
八
頁
。

五
〇

判

例
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